
大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

府
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例 

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 
府
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条 

府
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

第
三
条 

平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
大
阪

市
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
に
係
る
も
の
は
、
大
阪
市

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

 

第
三
条 

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の

支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
大
阪

市
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
に
係
る
も
の
は
、
大
阪
市

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
一
―
三 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

 

府
費
負
担
教
職
員
の
人
事
行
政
事
務
に 

係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
。
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
の
権

限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与

負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下

「
負
担
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定

す
る
職
員
の
人
事
行
政
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処

理
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
） 

第
二
条 

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
阪

府
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
任
免
、
給
与
（
非
常

勤
の
講
師
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
、
報
酬
及
び
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の

弁
償
の
額
）
の
決
定
、
休
職
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
箕
面
市
、
豊
能
町
及

び
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
（
負
担
法
第
一
条

に
規
定
す
る
職
員
に
限
る
。
次
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
は
、
当
該
市
又
は
町
が 

 

府
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に 

関
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例 

に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
阪
府

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村

立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
五
号
。
以
下
「
負
担
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及

び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関

す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

        



附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
府
費
負
担
教
職
員
の
人
事
行
政

事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
及
び

第
三
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
若
し
く
は
府
の
条
例
若
し
く
は
規
則

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定

す
る
規
程
を
含
む
。
）（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
大
阪
府
教
育
委
員
会
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
大
阪
府
教
育
委
員
会
に
対
し
て

処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
第
三
条 

地
方
公
務
員
法
第
三
十
九
条
第
二
項
並
び
に

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）

第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十

四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
五
条
の
二
の

研
修
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
池
田
市
、
箕
面
市
、

豊
能
町
及
び
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
に
係

る
も
の
は
、
当
該
市
又
は
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。 

２ 

教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の

指
導
改
善
研
修
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
豊
中
市
が

設
置
す
る
学
校
の
職
員
に
係
る
も
の
は
、
豊
中
市
が
処

理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

  

第
四
条 

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
大
阪

市
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
に
係
る
も
の
は
、
大
阪
市

が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

一
―
三 

（
略
） 

 

第
五
条 

（
略
） 

 

第
六
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大

阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
池
田
市
及
び
箕
面
市
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
町
（
豊
能
町
及
び
能

勢
町
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

村
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
（
負
担
法
第
一
条
及
び
第

二
条
に
規
定
す
る
職
員
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

第
七
条 

（
略
） 

 

               

（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
） 

第
二
条 

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
で
あ
っ
て
大
阪

市
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
（
負
担
法
第
一
条
に
規
定

す
る
職
員
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

も
の
は
、
大
阪
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

 

第
三
条 

（
略
） 

 

第
四
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大

阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
事
務
で
あ
っ
て
、
府
の
区
域
内
に
存
す
る
市
（
大
阪

市
及
び
堺
市
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）、
町
及
び
村
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員
（
負
担
法

第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
に
限
る
。
）
に

係
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
市
、
町
又
は
村
が
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
。 

  

一
―
三 

（
略
） 

 

第
五
条 

（
略
） 



な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
新
条
例
第
二
条
及
び
第
三
条

に
規
定
す
る
市
若
し
く
は
町
の
教
育
委
員
会
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務

に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
若
し
く
は

町
の
教
育
委
員
会
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
若
し
く
は
町
の
教
育
委
員
会
に

対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

（
不
利
益
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
前
に
新
条
例
第
二
条
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
市
又
は
町
が
設
置
す
る
学
校
の
職
員

（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
不
利
益
処
分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
、
審
査
請
求
、

審
査
及
び
審
査
の
結
果
執
る
べ
き
措
置
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

５ 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
勤
勉
手
当
） 

第
五
条 

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」

と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
任

命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校
、
堺
市
立
学
校
、
豊
中
市
立

学
校
、
池
田
市
立
学
校
、
箕
面
市
立
学
校
、
豊
能
町
立

学
校
及
び
能
勢
町
立
学
校
の
職
員
の
う
ち
市
町
村
立

学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三

十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
府

の
教
育
委
員
会
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
定
め
る
期

間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内

に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一

号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に 

よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。 

２
―
６ 

（
略
） 

 

 

（
勤
勉
手
当
） 

第
五
条 

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」

と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
、
任

命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校
及
び
堺
市
立
学
校
の
職
員
の

う
ち
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
に

つ
い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

が
定
め
る
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前

一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第

十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。 

  

２
―
６ 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
人
事
委
員
会
の
調
査
審
議
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

 

（
人
事
委
員
会
の
調
査
審
議
等
） 

第
十
八
条 

（
略
） 



（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

６ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

７ 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

大
阪
市
立
学
校
、
堺
市
立
学
校
、
豊
中
市
立
学
校
、

池
田
市
立
学
校
、
箕
面
市
立
学
校
、
豊
能
町
立
学
校
及

び
能
勢
町
立
学
校
の
職
員
の
う
ち
市
町
村
立
学
校
職

員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
の

支
給
制
限
等
の
処
分
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
つ
い

て
、
大
阪
市
、
堺
市
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
箕
面
市
、

豊
能
町
又
は
能
勢
町
の
条
例
の
規
定
で
前
各
項
の
規

定
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
市
又
は
町

に
係
る
当
該
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

 

附 

則 
 

１
―
32 

（
略
） 

（
退
職
手
当
の
特
例
） 

33 

附
則
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
職
員
そ
の
他
任
命

権
者
（
大
阪
市
立
学
校
、
堺
市
立
学
校
、
豊
中
市
立
学

校
、
池
田
市
立
学
校
、
箕
面
市
立
学
校
、
豊
能
町
立
学

校
及
び
能
勢
町
立
学
校
の
職
員
の
う
ち
、
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る

職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
任
命
権
者

が
知
事
と
協
議
し
て
定
め
る
額
を
こ
の
条
例
の
規
定

に
よ
る
退
職
手
当
の
額
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

34
―
55 

（
略
） 

 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

大
阪
市
立
学
校
及
び
堺
市
立
学
校
の
職
員
の
う
ち

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
に
対
す

る
退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
つ
い
て
の
調

査
審
議
に
つ
い
て
、
大
阪
市
又
は
堺
市
の
条
例
の
規
定

で
前
各
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
市
に
係
る
当
該
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

    

附 

則 
 

１
―
32 

（
略
） 

（
退
職
手
当
の
特
例
） 

33 

附
則
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
職
員
そ
の
他
任
命

権
者
（
大
阪
市
立
学
校
及
び
堺
市
立
学
校
の
職
員
の
う

ち
、
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
に
規
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
人
事
委
員
会
と
協

議
し
て
定
め
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
は
、
当
分
の

間
、
任
命
権
者
が
知
事
と
協
議
し
て
定
め
る
額
を
こ
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
額
に
加
算
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

34
―
55 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
初
任
給
、
昇
給
、
昇
格
等
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

職
員
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除

く
。
）
の
昇
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
、

任
命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校
、
堺
市
立
学
校
、
豊
中
市

立
学
校
、
池
田
市
立
学
校
、
箕
面
市
立
学
校
、
豊
能
町

立
学
校
及
び
能
勢
町
立
学
校
の
職
員
の
う
ち
市
町
村

立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員

に
つ
い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
が
定
め
る
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績

に
応
じ
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。 

５
―
11 

（
略
） 

 

 

（
初
任
給
、
昇
給
、
昇
格
等
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

職
員
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除

く
。
）
の
昇
給
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
、

任
命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校
及
び
堺
市
立
学
校
の
職
員

の
う
ち
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
に

規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
が
定
め
る
期
間
に
お
け
る
そ
の
者

の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

５
―
11 

（
略
） 

 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
何
級
の
職
務
」
と
い
う
場
合 

に
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大

阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表

に
よ
る
当
該
級
の
職
務
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校
、

堺
市
立
学
校
、
豊
中
市
立
学
校
、
池
田
市
立
学
校
、
箕

面
市
立
学
校
、
豊
能
町
立
学
校
及
び
能
勢
町
立
学
校
の

職
員
の
う
ち
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一

条
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
府
の
教
育
委
員
会

と
す
る
。
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
一
条
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十

一
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
人
事
委

員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
）
を

い
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
何
級
の
職
務
」
と
い
う
場
合 

に
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大

阪
府
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表

に
よ
る
当
該
級
の
職
務
（
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
（
大
阪
市
立
学
校

及
び
堺
市
立
学
校
の
職
員
の
う
ち
市
町
村
立
学
校
職

員
給
与
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
府
の
教
育
委
員
会
と
す
る
。
第
二
十
条
、
第
二
十

二
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
、

第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
二
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ

に
相
当
す
る
職
務
）
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

  

３ 

（
略
） 

 


